
鳥取市栽培漁業推進事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、鳥取市栽培漁業推進事業費補助金（以下「本補助金」という。）につ
いて、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規則」という。）
に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 
第２条 本補助金は、水産資源の維持・増殖を図るため、漁業協同組合に対し、放流用種苗
の購入費を支援することで、栽培漁業の推進体制を構築・維持し、本市水産業の振興を図
ることを目的として交付する。 

（交付対象） 
第３条 本補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表第１項に定める
事業とする。 
２ 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、別表第２項に定め
る者とする。 

（補助金の算定） 
第４条 本補助金の額は、別表第３項に定める経費（以下「補助対象経費」という。）の額
（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消
費税法（昭和６３年法律第１０８号）に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部
分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定める地方消費税率を
乗じて算出した金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）に、同表第４項に定める率（以
下「補助率」という。）を乗じて算出した額（１円未満は切り捨てる。）以内で算定し、予
算の範囲内で交付する。 

（交付申請の時期等） 
第５条 本補助金の交付申請は、原則として事業を開始する２５日前までに行わなければ
ならない。 
２ 規則第４条に定める申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に定める書類は、それ
ぞれ様式第１号及び第２号によるものとする。 
３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでな
いときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗
じて算出した額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請すること
ができる。 



（仕入控除税額を含む交付決定） 
第６条 市長は、前条第３項に定める申請を受けたときは、第４条の規定にかかわらず、仕
入控除税額を含む額の範囲内で交付決定することができる。この場合においては、仕入控
除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、
変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を
減額するものとする。 

（承認を要しない変更） 
第７条 規則第９条第１項の市長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更
とする。 
（１）本補助金の３０％を超える減額を伴うもの 
（２）本補助金の増額を伴うもの 

（着手届を要しない場合） 
第８条 規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める場合は、同項第１号又は第２号に
定める補助事業等以外すべての補助事業等に係る場合とする。 

（実績報告の時期等） 
第９条 本補助金の実績報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 
（１）補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から２０日を経過する日 
（２）補助事業の完了予定年月日の属する年度の末日 
２ 規則第１２条に定める実績報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に定める書類は、
それぞれ様式第１号及び第２号によるものとする。 
３ 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下
「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除
税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告し
なければならない。 
４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、そ
の額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交
付決定控除税額とする。）を超えるときは、様式第３号により速やかに市長に報告しなけ
ればならない。 

（雑則） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産
部長が別に定める。



   附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和２年４月１３日から施行し、令和７年３月３１日限りその効力を失う。 
 （栽培漁業推進支援事業費等補助金交付要綱の廃止） 
２ 栽培漁業推進支援事業費等補助金交付要綱（平成１７年１０月７日制定）は、廃止する。 
３ この要綱の施行の際、現に栽培漁業推進支援事業費等補助金交付要綱に基づき交付の
決定がなされている補助事業については、廃止前の同要綱は、なお効力を有する。 



別表（第３条、第４条関係） 

１ 補助事業 

栽培漁業を推進する種苗放流活動（アワビ又はサザエについては、
持続可能な栽培漁業推進事業実施要領（令和２年第２０１９００
３１２８６５号鳥取県農林水産部長通知）に基づき認定された計
画に基づく活動に限る。） 

２ 補助事業者 漁業協同組合 

３ 補助対象経費 
公益財団法人鳥取県栽培漁業協会が販売する放流用種苗（アワビ、
サザエ、キジハタ）の購入経費 

４ 補助率 アワビ：５／１２、サザエ：１／２、キジハタ：１／８ 


